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飲食チェーン店で発生した食中毒について発 表 事 項

飲食チェーン店で発生した健康被害事案について，本日（１１月２内 容
日），姶良保健所が食中毒と断定し，原因施設に対して行政処分を行
いました。

１ 概要
令和５年１０月２３日 宮崎県から本県あてに，１０月１４日に姶

良市の飲食店を利用した宮崎県在住者１名が下痢，嘔吐等の症状を呈
し医療機関を受診した旨の連絡があり，姶良保健所が当該飲食店に対
して調査を行った。

１０月２７日以降，山口県及び大分市の当該飲食店の系列店舗にお
いても体調不良者が確認されている旨の情報を入手した。

２ 体調不良者が確認された店舗
・ペッパーランチ イオンタウン姶良店（鹿児島県）
・ペッパーランチ おのだサンパーク店（山口県）
・ペッパーランチ パークプレイス大分店（大分市）

３ 患者情報
・ペッパーランチ イオンタウン姶良店：１名（６歳，男性），

宮崎県在住
・ペッパーランチ おのだサンパーク店：３名
・ペッパーランチ パークプレイス大分店：５名

４ 検査の状況
患者７名から腸管出血性大腸菌Ｏ１５７が検出され，６名の遺伝子型

が一致した。
５ 食中毒と断定した主な理由

・ 患者の共通食がペッパーランチの複数の系列店舗で提供された食事
であること。

・ 患者の症状，潜伏期間が腸管出血性大腸菌Ｏ１５７によるものと考
えられること。

・ イオンタウン姶良店，おのだサンパーク店及びパークプレイス大分
店の患者の便から検出された腸管出血性大腸菌Ｏ１５７の遺伝子型が
一致したこと。

６ 行政処分
姶良保健所は，令和５年１１月２日付けでペッパーランチイオン タ

ウン姶良店（営業者：株式会社エムエスフードサービス，営業所：姶良
市西餅田２６４－１）に対して，食品衛生法第６条第３号違反として，
１１月３日から１１月４日までの２日間の営業停止処分を行った。

なお，当該施設は１０月３１日から１１月２日まで営業を自粛して
いる。

７ その他
山口県及び大分市においても，おのだサンパーク店及びパークプレ

イス大分店に対して営業停止処分を行った。

【参考】
鹿児島県の過去の食中毒発生状況（鹿児島市を除く）本件は含まず
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腸管出血性大腸菌食中毒を予防しよう資 料



・ 牛肉　 　 　 　 　 　・ ハンバーグ

・ 角切り ステーキ　・ サラ ダ

・ カ ッ ト フ ルーツ　・ 漬物　 など

腸管出血性大腸菌O1 5 7 :H 7

(食品安全委員会事務局　 資料)

※生や加熱不足の肉料理や二次汚染さ れた食品が主な原因と なり ます。

１ ～ 1 0 日

　 ある 給食会社及びその子会社が運営する 事業所の食堂(６ ヵ 所)を 利用し た約

2 5 0 人が下痢や嘔吐， 腹痛などの食中毒の症状を訴えまし た。

　 激し い腹痛， 下痢（ 水様， 鮮血便）など。 重症の場合， 溶血性尿毒症

症候群（ H U S ）を併発し ， 意識障害を起こ し 死亡するこ と も あり ます。

■あら まし

　 患者の便及び６ ヵ 所全ての食堂で提供さ れていた小口切り の長ネギよ り ， 腸

管出血性大腸菌O1 5 7 が検出さ れまし た。 長ネギが調理場内で二次汚染さ れた

か， 栽培する時に堆肥などから 汚染を受けていた可能性が考えら れまし た。

■原因究明

・ 食材は調理前にし っ かり 洗う 。

・ 食材は中心部まで十分に加熱をする。

■予防のポイ ント

　 毒素を 産生し ， 人に健康被害を も たら す病原性大腸菌の１ つに腸管

出血性大腸菌があり ます。

　 腸管出血性大腸菌は， 動物の腸内などに生息し ， その糞尿を 介し て

食品を汚染するこ と があり ます。

　 腸管出血性大腸菌は血清型に よ り い く つかに 分類さ れ， 血清型

Ｏ 1 5 7 の他にＯ 2 6 ， Ｏ 1 1 1 ， Ｏ 1 2 8 及びＯ 1 4 5 などがあり ます。

腸管出血性大腸菌と は？

《 調理を する 時の注意》

し っ かり 洗いまし ょ う !

・ 手指， 調理器具はし っ かり 洗

　浄， 消毒し ま し ょ う 。 調理前

　に野菜も よく 洗いまし ょ う 。

・ 包丁， ま な 板な ど は， 肉・ 魚・

　野菜用に使い分けまし ょ う 。

し っ かり 加熱し まし ょ う !

・ 調 理 は， 7 5 ℃以 上・ １ 分 間 以 上，

　中心部までよく 加熱し まし ょ う 。

　
・ 電子レ ン ジ やオーブ ン な ど の調理

　器具を 使用する 際は， 加熱むら に

　注意し まし ょ う 。

腸管出血性大腸菌食中毒を 予防し よう

事業所の食堂で 発生し た食中毒 ～全国の食中毒発生事例～

主な原因食品

潜 伏 期 間
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　 牛， 豚， 鶏は， 腸管内や肝臓などに食中毒菌（ カ ンピロバク タ ー， サルモネラ 属菌， 腸管出血性大腸菌O1 5 7・ O1 1 1 など）を保有し てお

り ， その食肉や内臓は汚染さ れているも のがあり ます。 牛， 豚， 鶏の食肉や内臓を食べるこ と により ， 食中毒を起こ すこ と がないよう に，

以下のポイ ント を守り まし ょ う 。

　 牛， 豚， 鶏の食肉や内臓は， 新鮮であっ ても 生での

喫食は控えまし ょ う 。 新鮮であっ ても 食中毒菌が付着

し ている可能性があり ます。
　 牛， 豚， 鶏の食肉や内

臓を 喫食する 場合， 中心

部まで十分に加熱（ 7 5 ℃・

１ 分 間 以 上）し て か ら 食

べ， 生焼けのも のを 喫食

し ないよう にし まし ょ う 。

　 食肉や内臓を 焼肉また

は調理する場合は，生肉・

内臓と ， 加熱ずみのも の

に 使 用 す る 容 器（ 皿 な

ど）， 箸やト ン グ は区別

し て使用し まし ょ う 。

　 生肉を 切っ た後の包

丁やま な 板は， 洗剤で

洗っ た あと ， 熱湯や消

毒液で し っ かり 殺菌し

まし ょ う 。

　 抵抗力が弱い子ども ， 高齢者， 妊婦及び病人の方な

どは，生肉や加熱不十分なも のは喫食を控えまし ょ う 。

食肉の食中毒防止のポイ ント

指宿保健所

加世田保健所

伊集院保健所

川薩保健所

出水保健所

0 9 9 3 -2 3 -3 8 5 4

0 9 9 3 -5 3 -2 3 1 7

0 9 9 -2 7 3 -2 3 3 2

0 9 9 6 -2 3 -3 1 6 7

0 9 9 6 -6 2 -1 6 3 6

大口保健所

姶良保健所

志布志保健所

鹿屋保健所

西之表保健所

0 9 9 5 -2 3 -5 1 0 6

0 9 9 5 -4 4 -7 9 5 8

0 9 9 -4 7 2 -1 0 2 1

0 9 9 4 -5 2 -2 1 1 4

0 9 9 7 -2 2 -0 0 3 2

屋久島保健所

名瀬保健所

徳之島保健所

0 9 9 7 -4 6 -2 0 2 4

0 9 9 7 -5 2 -5 4 1 1 　 　

0 9 9 7 -8 2 -0 1 4 9

食品衛生関係の問い合わせ・ 相談は最寄り の保健所まで

生肉の喫食は控えまし ょ う 。

生肉の専用の箸・ ト ングを
準備し まし ょ う 。

子ども や高齢者などは
特に注意し まし ょ う 。

肉は中心部まで十分に
加熱し まし ょ う 。

生肉を 切っ た後の包丁やまな板は，
し っ かり 洗いまし ょ う 。
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